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(一)

伊

藤

古

鑑

何
れ
の
宗
派

に
於

て
も
立
祀
相
承

ご
云
ふ
こ
ご
は
、
大
問
題
こ
し
て
取
扱
は
れ
て
居

る
。
殊
に
我
が
灘
宗
に
於

て

は
、
昔
か
ら
法
系

ご
申
し
て
非
常
に
矢
釜
し
く
云
ふ
て
居
る
の
で
、
毎
日
朝
課
の
時
に
も
『
遍
代
傳
法
佛
租
名
號
』
を

拝
讃
し
て
居
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
佛
組

の
名
號
は
如
何
な
る
小
僧

ざ
錐
も
、
知
ら
な

い
も
の
は
な
い
ざ
云
ふ
て

良

い
。
し
か
し
其
の
名
號
は
何
れ
を
本
擦
こ
し
て
定
め
ら
れ
だ
も
の
で
あ
ら
う
か
、
ま
セ
此
の
名
號
は
正
し
い
も
の

で
あ
ら
う
か
ご
云
ふ
こ
ご
に
就

て
は
、
誰
し
も
疑
問
を
挾
む
も
の
も
な
け
れ
ば
、
ま
把
其
れ
を
説
明
し
や
う
ざ
す
る

も
の
も
な
い
。
唯
だ
く

照
宗

の
法
系
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
傳
燈
さ
れ

て
居
る
も
の
で
、
こ
れ
に
は
間
違
ひ
は

な
い
も
の
で
あ
る
ぎ
信
じ
て
、
更

に
そ
れ
に
樹
し
て
少
し
も
疑
念
を
抱
く
ご
云
ふ
こ
ご
は
な
か
つ
π
の
で
あ
る
。

然

る
に
近
時
、
.
宗
史

の
研
究

が
鼓
々
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
世
間
の
學
者
か
ら
も
兎
や
角
の
批

評

を

受

け
.
ま
π
宗
内

に
於

て
も
い
ろ
く

ご
研
究

さ
る
、
や
う
に
な
り
、
麗
宗

の
立
組
相
承
に
就

て
も
疑
問
を
挾
む
や
う

騨
宗

の
立
胆
相
承

に
就
で

(
一
)

M



灘
宗
の
立
組
相
承
に
就
て
(
一
)

二

に
な

つ
だ
の
で
あ
る
。

い
ま

一
二
の
例
を
畢
げ
て
申
す
な
ら
ば
、
霊
山
曾
上
に
於
け
る
拮
華
微
笑
の
本
撮
、
二
十
八

租
相
承
に
封
す
る
本
慷
等
の
問
題
、
宗
租
達
磨
大
師
の
史
傳
、
三
組
信
環
大
師

の
史
傳
、
井
び
に
其

の
藤
宗
思
想
に

樹
す

る
批
評
、
そ
の
他
雲
門
法
眼
爾
宗
の
法
系
問
題
な
ど
、
敷

へ
來
れ
ば
澤
山

に
研
究
さ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
の
で

あ
る
が
、
私
は
今
、
そ
の
中

に
於
て
も
、
藤
宗

の
立
租
相
承

に
就

て
、
二
十
入
祓
相
承
の
本
撮
を
畢
げ
、
こ
れ
に
封

し
て
少
し
く
卑
見

の
存
す
る
こ
こ
ろ
を
論
述
し
て
見

や
う
ご
思
ふ
の
で
あ
る
。

二

今
日
、
我
が
暉
宗
に
於

て
用
ゆ
る
二
十
八
組
相
承
説
を
明
か
に
し
把
も
の
は
明
敷
大
師
契
嵩
で
あ
る
。
契
嵩
巳
前

の
著
述
こ
し
て
二
十
八
租
を
列
記
し
陀
も
の
に
は
『
六
租
大
師
法
寳
壇
経
』
(註
ご

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
は
後

人
の
添
入
が
多
い
か
ら
今
は
こ
れ
を
取
ら
な
い
。
ま
た
『
景
徳
傳
燈
録
」
(註
二
)
に
も
二
十
入
租
説
を
畢
げ
て
居
る
や

う
で
あ
る
が
、
し
か
し
其

の
本
擦
を
畢
げ
て
正
確
に
し
π
も
の
は
明
敏
大
師
契
嵩
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
漁
。
契

嵩

(註
5

は
藤
洲
鐸
津
の
人
で
、
俗
姓
は
李
或
、
常

に
儒
敷
ご
佛
敏

こ
の
二
敷

一
貫
を
説

い
て

『
原
数
論
」
「
孝
論
」

『
輔
敷
編
』
等
の
名
著
を
出
し
把
の
で
あ
る
。
ま
π
職
宗

の
立
祀
相
承
が
不
確
立
で
、
諸
説
紛
転
ε
し
て
他
宗

の
學
者

か
ら
も
攻
撃
さ
れ

て
居
陀
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
樹
し
て
『
傳
法
正
宗
記
」
『
傳
法
正
宗
定
租
圃
』
『
傳
法
正
宗
論
」
等
十

二
憲

(註
四
)
を
作

つ
て
、
二
十
入
租
の
心
印
密
付
を
畢
揚
し
セ
の
で
あ
る
つ



今

こ
の
三
著
に
就
て
委
し
く
讃
ん

で
見

る
ご
、
初
め
に

『
傳
法
正
宗
記
』
九
巻
は
正
し
く
二
十
八
祀

の
列
傳
で
あ

る
。
第

一
零
に
於
て
繹
迦
如
來
の
傳
、
第
二
巻
に
於
て
天
竺
第

一
租
摩
詞
迦
葉
奪
者
の
傳
よ
り
第
十

一
祀
富
那
夜
奢

奪
者
の
傳
、
第
三
雀
に
於
て
第
十
二
祓
馬
鳴
大
士
の
傳
よ
り
第

二
十
祀
闊
夜
多
大
士
の
傳
、
第
四
憲
に
於
て
第
二
十

一
祓
婆
修
盤
頭
大
士
の
傳
よ
り
第

二
十
五
祓
婆
閣
斯
多
尊
者

の
傳
、
第
五
悲
に
於

て
第
二
十
六
祀
不
如
蜜
多
尊
者
の

傳
よ
り
第

二
十
八
祓
菩
提
達
磨
奪
者
の
傳
、
第
六
霧
に
於
て
震
且
第

二
十
九
租
慧
可
奪
者

の
傳
よ
り
第
三
十
三
租
慧

能
奪
者
の
傳
、
第
七
憲
第
八
霧
に
於

て
は

正
宗
勢
家

の
略
傳
を
列
記
し
、
五
家

の
法
賑
の
中
、
「雲
門
臨
濟
法
眼
三

家
之
徒
。
於
レ今
尤
盛
。
認
仰
已
熔
。
而
曹
洞
者
僅
存
。
」

ご
云
は
れ
、
第
九
霧
に
於
て
は
傍
出
の
略
傳

ご
云
ふ
て
、

遠
く
印
度
よ
り
支
那
に
至
る
ま
で
の
傍
出
の
人
を
列
記
し
、
最
後
に
宗
謹

の
略
傳
ご
申
し
て
、
我
が
宗

の
立
租
相
承

に
關
し
て
有
力
な
へ
謹
左
を
示
し
π
十
家

の
列
傳
を
畢
げ
把
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
『
傳
怯
正
宗
記
』
の
前
五
霧
に

於
て
は
西
天

の
二
十
八
租
を
明
か
に
し
、
第
六
憲
は
束
土
の
六
祀
の
中
、
初
租
を
除

い
て
鯨

の
五
を
記
し
、
第
七
巻

第
八
憲
は
五
家

の
法
將

の
名
を
畢
げ
、
第
九
窓
は
傍
出
の
略
傳
、
宗
謹
の
十
家
を
説

い
だ
ざ
云
ふ
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
記
述

の
圭
眼

ざ
す
る
こ
こ
ろ
は
、
付
法
の
相
承
を
正
確
に
示
す
ご
云
ふ
に
あ
る
の
で
、
そ
の
付
法
の
偶
を
畢
げ
、

そ
の
法
嗣
に
幾
人
あ
る
か
ご
云
ふ
や
う
な
こ
ε
を
示
し
て
、
法
系
を
重
ん
せ
ら
れ
る
我
が
宗

の
立
場
を
明
か
に
し
π

も
の
こ
見
る
こ
ご
が
出
來

る
。
更
に
『
傳
法
正
宗
定
瀾
圖
」
一
窓
に
至
つ
て
は
、
簡
明
に
租
師

の
生
國
、
種
姓
、
出
家

得
度
を
器
げ
て
、
付
法

の
偶
を
示
し
て
居

ゐ
が
、
そ
の
内
容
は
繹
迦
牟
尼
佛
よ
り
第
三
十
三
競
慧
能

に
至
り
、
最
後

輝
宗
の
立
租
相
承
に
　就
て
(
一)

-

三



藤
宗
の
立
組
相
承
に
就
て
二
)

四

に
宗
謹
の
十
家
を
畢
げ
て
居

る
。
帥
ち
十
家
ご
は
竺
大
力
、
佛
駄
践
陀
、
曇
摩
迦
羅
、
僧
肪
、
支
彊
梁
縷
、
那
蓮
耶

含
、
波
羅
芥
多
、
腱
那
、
斐
体
、
劉
陶
で
あ
つ
て
、
前
の
『
傳
法
正
宗
記
』
の
十
家
ざ
前
後
の
相
違
、
記
述

の
廣
略
は

・
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
然
同
じ
人
の
み
で
あ
る
。

已
上
の
二
著
に
依

つ
て
我

が
藤
宗

の
立
祀
相
承
を
明
か
に
し
、
今

ま
で
議
論
百
出
、
頗

る
不
確
立
で
あ
つ
泥
二
十

八
組
相
承
説
を
明
確
に
畢
げ
陀
ざ
云
ふ
こ
巴
は
、
實

に
明
敷
大
師
の
功
績
こ
す

る
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し

て
此
の
二

十
八
祀
相
承
は
何
に
依

つ
π
も
の
で
あ
る
か
、
今
ま
で
の
議
論
に
封
し
て
、
如
何
な

る
解
決
を
與

へ
π
か
、
そ
の
理

由
、
そ
の
本
振
を
論
宅
牝
も
の
が
『
傳
法
正
宗
論
』
上
下
二
懇
で
あ
る
ご
思
ふ
。
そ
の
内
容
は
三
篇

に
分
れ
て
居

る
。

第

一
篇
第
二
篇

を
上
憲

に
於
て
記
し
、
第
三
篇
を
下
巻
に
論
じ
て
居

る
。
第

一
篇

に
は
第

二
十
四
瀾
師
子
奪
者
已
後

の
四
祀
を
歎

へ
畢
げ
、
特

に
師
子
奪
者
法
系
断
絶
説
を
否
定
し
て
、

二
十
八
組
付
法
相
承

の
正
確
な
る
こ
ご
を
示
さ

ん
て
せ
ら
れ
把
鐸
で
、
こ
の
『
傳
法
正
宗
記
」
等
を
著
は
し
π
由
來
を
委
し
く
明
か
し
陀
も
の
置
思
は
れ
る
。
第
二
篇

、

第
三
篇
は
共

に
其
の
績
作

ご
見
ら
る
べ
き
も
の
で
、
第

二
篇

に
は
特

に
師
子
奪
者
巳
後
の
法
系
に
就

て
本

撮

を

畢

げ
、
師
子
尊
者
法
系
断
絶
説
に
樹
し
て

一
大
鐵
槌
を
加

へ
、
断
絶
説

の
本
擦
だ
る

『
付
法
藏
因
縁
傳
』

に
封
し
て
は

「
吾
謂
其
謬
書
可
γ焚
也
。
」
ご
ま
で
絶
叫
し
て
居
ら
る
、
。
第
三
篇
に
は
夏
に
問
答
髄

に
依

つ
て
愈
寿
其
の
論
旨
を
閾

明
に
し
、
種
々
な

る
方
面
か
ら
の
疑
問
を
解
決
し
、
我
が
藤
宗

こ
そ
繹
奪
已
來
嫡
々
相
承

の
正
系
で
あ
る
ざ
云
ふ
こ

ご
を
堂

々
巴
告
白
せ
ら
れ
セ
も
の
ご
見
る
こ
ご
が
出
來

る
。
要
す

る
に
灘
宗

の
二
十
入
祀
相
承
説
は
、
師
子
一尊
者
已



後

に
四
租
を
加

へ
て
逮
磨
大
師
に
及
び
、
藤
宗

の
立
頑
相
承
は
正
確
な
も
の
で
あ

る
ご
示
さ
れ
忙
も
の
で
、
こ
れ
に

樹
す
る
議
論
は
二
十
四
租
説
ざ
云
ふ
て
、
第
二
十
四
祀
師
子
奪
者
を
以
て
法
系
断
絶
せ
り
ご
唱

へ
、
そ
れ
巳
後
の
四

組
相
承
は
全
然
虚
備
の
妄
談
で
あ
る
。
史
的
事
實
を
無
視
し
柁
も
の
で
、
笑
を
後
世
に
残
す
も
の
で
あ
る
ざ
酷
評
す

る
に
あ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
私
は
更
に
師
子
奪
者
を
以
て
注
系
断
絶
せ
り
ざ
唱

ふ
る
二
十
四
租
説
よ
り
漸
次
そ
の
論

歩
を
進
め
る
こ
ぜ
に
し
や
う
℃

一
一

先
づ
二
十
四
祀
説
は
師
子
奪
者
を
以
て
法
系
断
絶
せ
り
ご
唱

ふ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
本
撮
を

『
付
法
藏
因

線
傳
』

こ
す
る
。
即
ち
繹
奪
よ
り
師
子
奪
者
ま
で
は
法
系
蓮
綿
こ
し
て
相
績
し
、
師
資
相
承
し
て
、

一
器
の
水
を

一

器

に
移
す
が
如
く
に
同
じ
で
あ
つ
π
け
れ
ど
も
、
第

二
十
四
祀
師
子
奪
者
に
至

つ
て
法
系
が
断
絶
し
だ
こ
云

ふ
の
で

あ
る
。

い
ま
『
付
法
藏
因
緑
傳
」
の
記
述
に
依
つ
て
見
る
ご
、

復
有
笛比
兵

。
名
日
昌師
子
一。
於
麗

賓
一大
作
昌佛
事

。
時
彼
國
王
。
名
彌

羅
据

。
邪
見
熾
盛
。
心
無
昌敬
信
一。
於
魯醐

賓
國
一。
鍛
昌壊
塔
寺
一。
殺
邑害
衆
僧
幽。
帥
以
邑利
剣
一。
用
斬
昌獅
子
一。
頂
中
無
"血
。
・
唯
乳
流
出
。
相
付

法
人
。
於
レ是

便
繕
。

(『大
正
藏
経
』第
五
+
養
三
コ
丁
)

-

ビ
記

し
て
居
る
。
こ
の
師
子
奪
者
の
法
難
は
、
西
暦
五
百
五
十
年
頃
に
北
方
か
ら
印
度
に
侵
入
し
て
家
だ
蒙
古
國
の
・

 輝
募
め
孟

罷

承
に
獄

て
(
一
)

,
五



藤
宗

の
立
艇
相
承
に
就
て
(
一
)

六

淺

セ
夢
ク
ラ

(嵐
凶ず
一聴①
犀
=
一鱒)
の
爲
め
に
害
せ
ら
れ
π
ご
云
ふ
の
で
、
そ
の
當
時
の
印
度
佛
激
は
此
の
法
難

に
依
つ
て

堂
塔
は
破
壊
せ
ら
れ
、
信
尼
は
殺
害
せ
ら
れ
π
鐸

で
あ
る
が
、
そ
の
時
第
二
十
四
祀
師
子
奪
者
も
絡
に
命
を
損
し
、

付
法
藏
の
人
こ
＼
に
其

の
傳
を
失
ふ
π
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
『
付
法
藏
因
縁
傳
」
に
依
る
二
十
四
租

ε
云
ふ
の

は
左
の
如
く
で
あ
る
。
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営
鶴
勒
那
夜
奢
-
弾
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師
子
比
丘

　

く

ざ
云
ふ
の
で
、
そ
の
實
は
二
十
三
祀
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
傍
出
の
末
田
地
を
加

へ
て
二
十
四
租
ピ
な
し
、
師
子
奪
者

に
至
つ
て
法
系
断
絶
す
ε
云
ふ
の
が
、
二
十
四
租
法
系
断
絶
説

で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
'而
し
て
こ
の
二
十
四
租
説
を
用

ひ
π
も
の
は
天
台
宗

の
相
承
説
で
あ
つ
て
、

天
台
宗
に

傳
は

る

五
種
相
承

(註
五
)
の
中
、
『
摩
詞
止
観
』
(註
六
)
に

顯
は
れ
髭
る
金
ロ
相
承
の
説
が
こ
れ
に
當

つ
て
居
る
。
い
ま
更
に
此

の
問
題
に
就

て
詳
論
し
て
見

る
こ

ビ

に

せ

や

.フ

o『
摩
詞
止
観
」
の
序
に
於
て
、
章
安
奪
者
が
天
台
立
祀
の
系
統
説
を
定

め
、
六
窟
の
荊
漢
大
師
は
こ
れ
を

『
止
観
輔



行
』

に
繹
し
、
大
聖
金
口
の
親
承
な
る
こ
ご
を
爽
揮
し
陀
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
源

は
云
ふ
ま
で
も
な
く

『
付

法
藏
因
縁
傳
』
に
依
つ
沈
も
の
で
あ
る
。

(註
七
)
而
し
て
こ
の
二
十
四
頑
の
中

に
は
大
乗
の
菩
薩
も
あ
れ
ば
、
ま
陀

小
乗

の
比
丘
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
.
甚
だ
雑
然
ざ
し
て
混
列
の
嫌
ひ
が
あ
る
ご
云
ふ
の
で
、
天
台

に
於
て
も
こ
れ

が
説
明
に
は
種

々
に
そ
の
説
を
異

に
し
て
居
る
や
う
で
あ
る
。
山
ハ
組
の
荊
漢
は
大
小
乗
の
別
を
簡
ば
す
ご
云
ひ
、
孤

山
の
智
圓
は
内
契
大
乗
、
外
現
小
像

ご
云
ひ
、
晦
巖
の
法
照
は
純
ら
大
乗
の
諸
租
ご
噺
じ
て
、
そ
の
苦
繹
の
述
を
窺

ふ
に
充
秀
で
あ
る
。
ま
花
或
る

一
面
か
ら
考

へ
て
見

る
ご
、
天
台

が
二
十
四
憩
法
系
噺
繕
説
を
用
ひ
て
居

る
か
ら
に

は
、
既
に
此
の
金

口
相
承
は
塞
虚

の
問
題
τ
は
な

い
か
。
何

等
償
値
な
き
も
の
を
天
台
の
付
法
相
承

こ
し
て
列
記
す

る
の
は
、
明
か
に
天
台
宗
の
法
系
・か
ら
云
ふ
て
も
、
大
な
る
映
鮎
ご
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。
断
絶
し
て
居

る
法
系

を
掲
げ
て
薗
宗
の
相
承
ざ
し
て
居

る
ご
云
ふ
こ
ご
は
何
等
債
値
な
き
も
の
で
、
塞
虚
の
問
題
を
取
り
扱
つ
て
居
る
ご

云
ふ
て
、
灘
家

一
般

か
ら
攻
撃

さ
れ
、
或
は
眞
言

一
派
か
ら
も
指
摘
さ
れ

て
居

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ

に
封
す

る
台
宗
學
者
の
苦
羅
は
實
に
想
像
巳
上
で
、
或
は
横
竪
の
相
承
を
説
き
、
師
子
奪
者
よ
り
北
齊
の
恵
文
暉
師
ま
で
を

横

の
相
承

こ
し
て
結
び
付
け
ん
こ
し
、
或
は
鐸
圭
相
承
を
加

へ
て
説
き
、
或
は
直
授
相
承
を
以
て
通
ぜ
ん
こ
す

る
な

ど
、
實
に
異
説
紛
絃
ざ
し
て
、
そ
の
聾
着
識
さ

へ
見
出

さ
れ
ぬ
狽
狽
さ
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
台
宗
の
學
者
が

眞
に
章
安
尊
者

の
心
意
を
知
ら
す
、
荊
漢
大
師
の
疏
繹
に
閣
き
が
爲
め
に
起
つ
た
無
用
の
閑
葛
藤
に
過
ぎ
漁
。
(註
八
)

章
安
奪
者
が
金
口
相
承
を
列
記
し
把
ご
云
ふ
の
は
、
師
子
尊
者
に
至
つ
て
付
法
が
断
絶
し
陀
ご
云
ふ
こ
蓬
を
説
く
爲

暉
宗
の
立
組
相
承
に
就
て
(
一
)

七



暉
宗
の
立
泄
相
承
に
就
て
(
一
)

八

め
で
は
な

い
。
付

法
第

十
三
租
龍
樹

菩
薩

を
的
示

せ
ん
が
爲

め
で
あ

つ
て
、
天
台

の
今

師
相

承

の
前

提

こ
し

て
見

る

べ
き
も

の
で
あ

る
ど
云
は

な
け
れ
ば
な

ら

ぬ
。
要
す

る

に
天
台

が
龍

樹
菩
薩

を
以

て
高
租
師

ご
な
し
、
天
台

の
濫
膓

は
偏

へ
に
龍
樹

菩
薩

に
あ
り

ご
云

ふ
こ
ビ
を
詮
顯

せ
ん
が
爲

め
に
、
龍

樹

の
法

系
を
的
示
す

る
の
で
あ
ら
う
。

把

い

前
提

こ
し

て
二
十

四
祀

の
金

ロ
相
承

を
畢

げ
、

後

に
正
し
く
天
台

の
法
系

こ
し
て
特

に
重

ん
す

る
龍

樹
、
恵
文

、
悪

思
、
智
顎

の
今

師
相
承
を
畢

げ

て
居

る
で
は

な

い
か
。
今

師
相
承

に
於

け

る
龍

樹
菩
薩

の
こ

こ
ろ
に
、
章

安
奪
者

は

左

の
如

く
云

ふ
て
居

る
。

文
師

(
北
齊
悪

文
師
)
用

心
。

一
依
昌繹

論
一
(
大
智
度
論

)。
論

是
龍
樹
所
レ説
。
付

法
藏
中

第

十

三
師
。
智

者
観
心
論

一五
。
隔蹄
命
龍

樹
師
。
蛉
脳知
龍

樹
是
轡向
甜
…師
・也
。

(『摩
討
止
親
輔
行
會
本
』
一
ノ
一
、
三
四
丁
)

ま

π
荊
漢
大
師

に
至

つ
て
は
、
更

に
丈
意

明
か
な

る
が
爲

め
に
、
引

讃
す

る
こ
ざ

に
し

や
う
。

於
7中
。
先

明
昌頑
承
付

法
由
漸
一。

若
不
呂先
担

顯如
來
大
聖

。

無
ヲ由
レ列
昌於

二
十
三
組
一。

若

不
'列
昌於

二
十
三
頑
一。

無
.由
レ指

於

第
十
三
師
一。
若

不
レ指
昌於
第

十
三
師

一Q
無
レ由
レ信
二於
衡
崖
台
岳
一。

(『摩
詞
止
観
輔
行
會
本
』
一
ノ
一
、
九
丁
)

ご
云

ひ
、
或

は
「
台

衡
恵
文
。
宗
・手

龍

蟹

。

二
十

三
聖

。
縫

踵

堅
林
一。
」
ε
云
ひ
、
或

は
「
識

昌
一
期
佛

爲
晶元
由
一。

方

.

曉
漉今
師
宗
嵩於
龍

樹
一。
」
ご
云

ひ
、
共

に
天
台

が
龍

樹
菩
薩
を

以
て
高
租
師

こ
な

し
、

天
台

の
濫
筋

は
偏

へ
に
龍

樹
菩

薩

に
有
り

ご
云

ふ
こ
ご
を
的
示

し

て
居

る
の
で
、
文
意
甚

だ
明
瞭

で
あ

る
。

故

に
龍
樹
菩
薩

已
後

の
法

系

の

如

き

は
、
天
台

こ
し

て
鯨

つ

に
取

り
立

て
、
論
す

る
必
要

は
な

い
の
で
、
師

子
奪
者

の
法
系
断

絶

ご
か
.
或
は

二
十

四
祀



の
中

に
比
丘
菩
薩
を
混
列
し
托
ε
か
云
ふ
如
き
問
題
は
、
こ
れ
は
後
世
趙
宋
天
台
巳
後
に
於

て
、
藤
家

ざ
互
ひ
に
論

難
攻
撃
を
カ
め
だ
結
果
、
自
己
の
立
脚
地
を
忘
れ
、
威
情
上

に
走

つ
て
、
絡
に
醜
き
狼
狽
さ
を
演
じ
把
も
の
ε
の
み

し
か
受
け
取
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

四

已
上

に
於
て
天
台

に
於
け
る
金

口
相
承
説
に
就
て
の
説
意
を
論
及
し
セ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
台
宗
學
者

ざ
し
て

は
兎

に
も
角

に
も
二
十
四
祀
説
を
立

て
、
師
子
尊
者
に
至
つ
て
法
系
断
絶
せ
り
ご
主
張
す
る
の
は
箏
は
れ

ぬ
事
實
で

あ
る
。
而
し
て
我
が
藤
宗
は
、

こ
の
二
十
四
祀
説

に
樹
抗
し
て
二
十
入
祀
説
を
立
て
、
師
子
奪
者
法
系
断
絶
説

に
鉗

抗
し
て
、
更
に
師
子
奪
者
已
後
に

四
師
を
加

へ
て
逡
磨
大
師

に
至
ら
し
め
、
法
系
は
蓮
綿

こ
し
て
相
績
し
、
少
し

も
其

の
間
に
断
絶
せ
す

ご
主
張
し
て
、
最
も
法
系
を
重

ん
す
る
も
の
は
我
が
輝
宗
の
立
祀
相
承
説
で
あ

ら

う

ご
思

ふ
。先

づ
天
台

の
金
ロ
相
承

に
於
て
立

つ
る
法
系
は
、
第
六
租
彌
遮
迦
奪
者
よ
り
直
ち

に
佛
陀
難
提
奪
者

に
付
法
し
惣

ご
云
ふ
て
居
る
が
、
我
が
灘
宗
の
法
系
で
は
、
そ
の
中
間
に
婆
須
蜜
奪
者
を
加

へ
て
居

る
。
婆
須
蜜
奪
者
は
世
友
尊

者
ご
課
し
て
、
佛
激
史
上
最
も
著
名
な
人
で
あ
る
。
明
敷
大
師
が
『
傳
法
正
宗
記
』
に
婆
須
蜜
奪
者
を
加

へ
ら
れ
紀
の

は
『
蓬
磨
多
羅
藤
纒
』
に
依

つ
π
も
の
で
あ
ら
う
か
。

輝
宗
の
立
胆
相
承
に
就
て
(
一
)

九



輝
宗
の
立
組
相
承
に
就
て
(
一
)

一
〇

佛
滅
度
後
。
尊
者
大
伽
葉
。
曾
者
阿
難
。
曾
者
末
田
地
。
奪
者
含
那
婆
斯
。
曾
者
優
婆
蠣
。
曾
者
婆
須
蜜
。
奪
者

僧
伽
羅
叉
、
奪
者
達
摩
多
羅
。
乃
至
不
潜
密
多
羅
。
諸
持
レ法
者
。
以
昌此
慧
燈
一。
次
第
傳
授
。

(『大
正
藏
輕
』第
+
五
巻

三

〇

一
丁
)

-

由
來
こ
の
明
敷
大
師
が
二
十
入
祀
説
を
立

て
ら
れ
π
の
は
『
達
摩
多
羅
麗
維
」
に
依

つ
た
も
の
こ
云
は
れ
て
居
る
。

二
十
四
租
説
が
專
ら
『
付
法
藏
因
縁
傳
』
に
依

っ
て
居

る
の
に
封
し
て
、

い
花
く
そ
の
非
を
論
難
し
、
我
が
宗
祓
を
齪

し
、
天
下
の
學
者
を
焚
惑
す
る
も
の
は
『
付
法
藏
困
緑
傳
』
で
あ
る
ご
申
し
て
居
る
。
今

そ
の
本
文
を

『
傳
法
正
宗
定

租
圖
」
に
依
つ
て
示

せ
ぱ
、

然
其
始
説
昌吾
宗
租
一。
榮
惑

天
下
學
者
一。
莫
レ者
手

付
法
藏
傳
一。
正
昌其
宗
縄
一。
断
寓

世

之

護

者
。
莫
レ若
昌子

繹

経
一。
灘
経
乃
先
論乎
付
法
傳
一。
六
十
二
歳
。
始
絡
備
。
二
十
八
禮
。
已
見
轍於
晋
之
世
一奥
。
付
法
傳
。
乃

眞

君

塵

敷
之
後
。
鉄
然
但
謂
三

十
四
租
一。
方
見
温乎
魏
之
時
一耳
。
適
以
・灘

縄
一。

鹸
昌而
付
法
藏
傳
一。

果
其
謬
也
。

(『大
正

雌潮紐
』第
五
十
一
巻
七
六
九
丁
)

ご
云
ふ
て
居
る
。
故
に
二
十
四
租
説
は
『
付
法
藏
因
緑
傳
』
に
依
り
、
二
十
八
租
説
は
「
達
摩
多
羅
灘
繹
」
に
依

つ
て
立

租
相
承
し
て
居
る
ご
云
ふ
こ
ご
が
出
來
る
。
而
し
て
此
の
爾
説
の
優
劣
は
偏

へ
に
其

の
本
撮
π
る
爾
維
に
依
る
ご
云

は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然

る
に
此
庭

に
術
ほ

一
言
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
明
敷
大
師
が
『
傳
法
正
宗
定
租
圖
』
に

云
ふ
て
居
る
『
灘
経
』
な
る
も
の
は
、
佛
陀
蹟
陀
羅
翻
課
の
『
達
摩
多
羅
藤
経
』
で
あ
ら
う
か
ご
云
ふ
に
、
本
文
に
於

て



「
麗
経
乃
先
昌乎
付
法
傳
一六
十
二
歳
」
ご
云
ふ
て
居
る
か
ら
、
先
づ
此

の
『
照
経
』
は
『
達
摩
多
羅
麗
経
」
を
指
し
て
居

る

も
の
で
あ
ら
う
、
何
ε
な
れ
ば
『
傳
法
正
宗
論
」
に
於
て
左

の
如
く
云
は
れ
て
居

る
。

然
世
之
所
執
。
以
課
轟吾
宗
門
一者
。
其
最
推
呂付
法
藏
傳
一耳
、
今
考
丑
ハ書
一。
蓋
成
昌於
後
魏
延
興
之

二
年
一。
而
佛
駄

蹟
陀
繹
藤
経
。

乃
出
於

晋
安
義
熈
七
入
年
之
間
一。
而
義
熈
前
轟於
延
興
一。
已
六
十
二
歳
奥
。

(『大
正
藏
経
』第
五
+
一

巻
七
七
七
丁
)

ε
云
は
れ
て
居
る
の
を
見
て
も
明
瞭
で
あ
る
。
而
し
て
東
晋
の
安
帝
義
熈
七
年
辛
亥
は
皇
紀

一
〇
七

一
年
に
當
り
、

後
魏
の
孝
文
帝
延
興

二
年
壬
子
は
皇
紀

一
=
二
二
年
に
當

つ
て
居
る
か
ら
、
そ
の
間
足
掛
け
六
十
二
年
を
隔

て
、
居

る
ざ
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
故
に
二
十
八
租
説
を
示
せ
る
『
達
摩
多
羅
灘
縄
」
は
晋
の
世
に
顯
は
れ
、

『
付
法
藏
因
縁

傳
」
は
其
れ
よ
り
⊥
ハ
十
二
年
後

の
魏
の
時
に
出
π
も
の
で
あ
る
。
而
か
も
眞
君
腰
敷
の
後

ご
云
ふ
て
、
北
魏
の
太
武

皇
帝
太
李
眞
君
丙
戌
(
一
一
〇
六
)
塵
佛
殿
繹
が
あ
つ
て
後
、
梵
本
を
捜
し
求
め
て
翻
課
し
π
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
十

四
組
説
ま
で
ゃ
其

の
除
を
映

い
て
居

る
ご
明
敏
大
師
は
云
ふ
て
居

る
。
さ
れ
ば
明
敷
大
師

の
專
ら
依
用

し
,て

居

る

『
暉
経
』
は
、
他

一
般

の
暉
経
ご
云

ふ
総
樗

に
あ
ら
す
し
て
、
特
に
『
達
摩
多
羅
暉
経
」
な
る
も
の
を
的
指
し
て
居
る
ε

云
ふ
こ
ご
を

圃
言
し
て
置
く
。
爾
ほ
其
の
的
確
な
る
謹
擦
こ
し
て
は
、
そ
の
本
文
を
引
謹
し
て
居
ら
る
、

一
段
が
あ

る
か
ら
、
次
ぎ
に
繁
を
も
厭
は
す
掲
げ
示
す
こ
ご
に
し
や
う
。

夫
暉
経
者
。
蓋
出
昌於
菩
提
達
磨
一。
而
佛
駄
蹟
陀
羅
所
レ繹
。
厘
山
慧
遠
法
師
序
レ之
。
(註
九
)不
浮
槻
経
其
序
。
(註
+
)

輝
宗

の
立
祀
相
承
に
就

て
(
一
)

一
一



顧
宗
の
立
阻
相
承
に
就
て
(
一
)

一
二

亦
宋
信
慧
観
之
所
ぴ著
。

達
磨
者
如
來
直
下
之
相
承
者
也
。

佛
駄
践
陀
羅
乃
佛
大
先
之
弟
子
。

而
逮
磨
法
門
之
猶

子
也
。
慧
逡
法
師
蓋
承
於

佛
駄
蹟
陀
一。
慧
観
叉
蹟
陀
之
弟
子
者
也
。
其
所
説
其
瀾
與
宗
固
宜
詳
而
備
之
也
。
(『大
正

曲戯
経
』

第

】血
十

一
巻

,七

七
六

丁
)

ざ
器
ひ
、
績

い
て
「
灘
経
日
」
置
云
ひ
、
奪
者
大
伽
葉
已
下
九
人
の
相
承
を
畢
げ
て
居
ら
る
、
の
で
あ
る
。

五

さ
て
問
題
は
『
付
法
藏
因
縁
傳
」
ご
『
達
摩
多
羅
暉
経
』
こ
の
便
値
如
何
か
ら
論
せ
な
け
れ
ば
な
ら
漁
や
う
に
な

つ
π

の
で
あ
る
。
帥
ち

二
十
四
祓
説
は
『
付
法
藏
因
緑
傳
』
に
依
り
、

二
十
入
租
説
は
『
達
摩
多
羅
繹
経
』
に
依
つ
て
居

る
こ

す
れ
ば
、
先
づ
此
の
爾
者

の
債
値
、
優
劣
如
何
を
論
す
る
必
要
が
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
故

に
始

め
に
此

の
爾
満
の
中
、

『
付
法
藏
因
縁
傳
』
か
ら
其
の
便
値
如
何
の
問
題
を
考
察
す

る
こ
と
に
し
や
う
。

『
付
法
藏
因
繰
傳
」
は
『
付
法
藏
経
』
こ
も
云
ひ
、
そ
の
翻
鐸
に
は
前
後
三
回
あ
つ
セ
や
う
に
思
は
れ

る
。
「
開
元
録
」

「
貞
元
録
』
共
に
同
じ
記
事
で
あ
つ
て
、
左
の
如
く
云
ふ
て
居

る
。

一

付
法
藏
墾

馨

翻

槻

二

付
法
藏
傳
四
巻

聯
鑑
瀦
襯
離
羅
鰍

三

付
法
藏
因
緑
璽
馨

轟

購
講
・繧
隷

鑓
趣
龍
羅
・鰺

離

糊
醸



第

一
は
宋
の
寳
雲
鐸
、
第

二
は
魏
の
曇
曜
鐸
、
第
三
は
魏
の
吉
迦
夜
課
で
あ
つ
て
、
開

元
盤

『
貞
元
録
」
の
細
註

に
宋
の
智
嚴

ご
云

へ
る
は
寳
雲
の
謬
り
で
あ
ら
う
。
『
貞
元
録
』
第
二
十
五
に
於
て

付
法
藏
郷
工
ハ
態

宋
凍
州
沙
門
鯉腔
害
ハ蛍
三
謬

第

一
羅
町

付
法
藏
傳
四
憲

元
魏
昭
玄
統
繹
曇
曜
課

第
二
課

右
前
後
三
謬

一
存

二
闘

ざ
出
て
居

る
が
、
こ
れ
は
第
三
鐸
の
吉
迦
夜
鐸
を
書
き
加

へ
て
居
ら
な

い
の
で
、
第
三
課
の
み
は
存
し
て
、
第

一
諜

第
三
鐸
は
共
に
闘
け
て
居

る
ざ
云
ふ
意
昧
で
あ
る
。
『
出
三
藏
記
集
」
第

二
窓
に
は
、
吉
迦
夜
繹
の
『
付
法
藏
因
縁
経
』

⊥
ハ
懇
は
闘
け
て
居
る
ご
云
ふ
て
居
る
が
、
こ
れ
は
禾
だ
信
肪

が
見
て
居
ら
な
か
つ
紀
か
ら
云
ふ
セ
こ
ご
で
(註
一
ご
全

然
閾
け
て
居

る
ど
云
ふ
の
で

は
な
い
。
法
経
等

の
撰
し
セ
『
衆
経
目
録
」
を
始

め
、
そ
の
他
の
『
衆
経
目
録
』
に
も
出
て

居

て
、
現
今
『
大
藏
経
』
の
中

に
も
牧
ま

つ
て
居
る
。
而
し
て
此

の
現
存

の
『
付
法
藏
経
』
は
吉
迦
夜
濁
り
で
翻
謬
し
紀

の
で
な
く
、
曇
曜
ご
共
謬
し
た
や
う
に
見

へ
て
居
る
が
、
軍
に
曇
曜
鐸

ご
云

へ
る
庵
の
は
、
第

二
鐸
で
闘

け

て
居

る
。
帥
ち
彼
れ
が
和
挙
三
年
壬
寅
只
=

入
二
)
に
、
北
毫
石
窟

に
於
て
、
衆
信
を
集
め
、
翻
課
し
だ
『
付
法
藏
経
』
は
閾

」
け
て
居
る
が
、
後
更

に
吉
迦
夜
に
遭

ふ
て
『
付
法
藏
経
』
の
翻
鐸
を
求
め
陀
も
の
ら
し
い
。
『
大
唐
内
典
録
」
第
四
、

『
開
元
録
」
第
六
の
記
事
に
依

る
ご
、
曇
曜
の
爲
め
に
ご
あ
る
が
、
『
貞
元
録
」
に
は
曇
曜
恩
翻
課
し
だ
も
の
ざ
記
し
て

あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
吉
迦
夜
が
主

こ
な
つ
て
翻
謬
し
紀
も
の
で
、
前

に
も
云

へ
る
如
く
後
魏

の
孝
丈
帝
延
興
二
年

輝
宗
の
立
組
相
承
に
就
て
(
一
)

=
ご



暉
宗
の
立
租
相
承
に
就
て
(
一
)

一
四

壬
子
(
一
;
三
)
の
翻
課
で
あ
る
か
ら
、
閾
本
に
な

つ
て
居
る
曇
曜
鐸
よ
り
は
満
十
年
後
の
翻
課
ビ
見
る
も
の
で
、
こ

れ
が
現
存
の
『
鱒付
法
藏
因
縁
傳
』
に
堂
…つ
て
居
る
。

『
付
法
藏
因
縁
傳
』
の
内
容
に
就

て
讃

ん
で
見
る
ご
、
付
法
藏

の
二
十
四
租
を
掲
げ
て
は
居
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
多

く
は
因
縁
談

に
終
つ
て
居

る
の
で
、
實
際

の
債
値
如
何
に
就

て
は
殆

ん
ど
論
す
る
ま
で
に
及
ば
ぬ
の
で
あ
る
。
三
世

了
達
の
繹
奪
が
不
可
思
議
力

に
依
つ
て
、
未
來
成
道
の
二
十
四
租
を
列
傳
せ
ら
れ
だ
こ
云
ふ
こ
ご
は
、
ど
う
も
常
識

に
依
つ
て
は
信
ず

る
こ
ご
が
出
來
な
い
の
で
當
然
こ
の
経
は
後
世
誰
人
か
の
手

に
依
つ
て
備
作
せ
ら
れ

π
も
の
ε
云

ふ
よ
り
致
方
が
な

い
。
而
か
も
そ
の
内
容
が
徐
り
に
信
す

る
こ
ご
の
出
來
な

い
因
縁
の
記
轟
の
み

に
て
満
把
さ
れ
て

居

る
の
で
、
把
ε

ヘ
ニ
十
四
租

の
順
序
が
そ
の
逓
り
で
、
實
在
の
人

の
み
を
列
墨
し
た
こ
云

ふ
こ
ご
が
出
來

て
も
、

そ
の
内
容

の
記
事
を
盤
く
史

的
償
値
あ
る
べ
き
も
の
こ
は
認

め
る
こ
ご
が
出
來
な
い
ご
思
ふ
。
第

一
巻
は
繹
尊
よ
り

摩
訂
迦
葉
尊
者
.
第

二
窓
は
阿
難
奪
者
ご
商
那
和
修
奪
者
、
そ
れ

に
僅
か
に

;
日
で
は
あ
る
が
摩
田
提
に
付
法
し
陀

ご
云

ふ
て
傍
出
を
記
し
て
居
る
(註
一
二
)
。
第
三
憲
第
四
懇
は
憂
波
魍
多
奪
者
、
第
五
憲
は
提
多
迦
尊
者
よ
り
龍
樹
菩

薩

に
及
び
、
第
六
窓
は
迦
那
提
婆
尊
者

よ
り
師
子
尊
者
ま
で
を
説

い
て
、
毬
に
「
相
昌付
法
"人
。
於
レ是
便
絶
。
」

ざ
云

ひ
、
こ
の
故

に
此

の
世

は
闇
昧
こ
な
り
、
十
悪
不
善
を
造
作
し
、
三
悪
八
難

の
人
の
み
で
あ
る
ご
申
し
て
、
智
者
は

良
う
し
く
無
上
勝
法
を
凱
察
せ
よ
ご
渤
め
て
居

る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
此
の
『
付
法
藏
因
縁
傳
』
は
、
付
法
者
の
因
縁
談
を
爆
げ
π
も
の
で
、
経
そ
れ
自
身
が
繹
奪
の
未
來
豫
言



に
属
す

る
も

の
で
あ

る
か

ら
、
勢

ひ
そ

の
形

式

こ
し
て
因
縁

談
を
爆
げ
な
け
れ

ば
な
ら

漁
の
で

あ
ら
う

が
、

し

か
し

其

の
末

後

に
於

て
付
法
断

絶
し
π

ご
結

ば
れ

花

こ
ご
は
、

ど

う
し
て
も
信

す

る
こ
ご
の
出
來

な

い
こ
こ
ろ

で
、
付

法

の
人

が
絶
え

て
不
善

の
人

の
み
な

ら
ば
、

最
早
や
衆
生
敷
化

の
人

も
な

く
、
無
上
勝
法
を
受

持

す

る
人
も
出

で
す
、

謂

ゆ

る
無
佛

法

の
世

ざ
な

る
ご
云

ふ
結

論

に
達

す

る
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
＼
に
『
付

法
藏

傳
』
に
樹
し

て
是
非

の
議

論

が
紛
然

こ
し

て
起

つ
セ
鐸

で
あ
ら
う
。

二
十

四
租

の
因
縁
談
を
説

く

こ
ご
は
、
如
何

に
誤
謬

が

あ

る
こ
し
て
も
、

そ

れ
は

一
種

の
因

縁
説

で
あ

る
か
ら
、
別

に
取

り
立

て
＼
批

評
を
加

へ
る
ま
で

に
も
及
ぱ

ぬ
け
れ

ど

も
、
付

法
断
絶

ε

云

へ
る

一
語

の
み

は
、
容
易

に
見
逃
が
す

こ
ご

の
出
來

な

い
も

の
ε
云
は
な
け
れ
ば
な

ら

函
。

故

に
師
子
奪
者

の
遭

難
説
は
信

す

る
に
し

て
も
、
付

法
麟

絶
説
は
輕

々
に
信

す

る
こ
ご
が
出
來
な

い
の
で
あ
る
。
故

に
天
台

四
明

の
下

、

廣

智
家

の
流
れ
を
汲

ん
で
居

る
志
盤

は
『
佛
祀
統
紀
」
第
五

に
於

て
、

二
十
四
租
説

を
用

ひ
、
師

子

尊
者

の
遭
難
説

を

信

じ
て
も
、
付
法

を
断

絶
し
だ

こ
は

云
は
な

い
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
流
石

に
明
眼

の
入
で
、

一
力

に
偏

し

て
居

ら

な

い
説

を
立

て
た
も

の

ε
思

ふ
。

述
日
。
佛
所
.得
宿
命
記
・未

來

戚
道

軸。
錐
・累

億
劫
一。
必
能
前
知

。
豊

今
記
レ租
止
三

十

四

。

蠣
原

佛

意
一。
當
レ用
昌

二
蒙

。

一
者

以
5師
子
遭
二命
難

。
爲
昌傳
持
佛

法
之

一
厘

。

二
者
此
後
諸
租
。
錐
レ有
盈其
織
一。

恐
非
昌四
依
大

聖

之

比
一。
以
故

金

口
齊
p此

而
言
。
非

謂
ひ無

織

租
一也
。
世
或
謂
師

子
遭
p難

不
"傳

法
者
。
擬

人
之

言
耳
。
吾
宗

謂
租
承

止
唱師
子
一。
而
繹

林
加
・"四
入
一。
於
レ是
競
相
是
非
蓮
代

不
シ息
。

試
以
昌大
意
一決
u之
。
則
無
レ所
シ爲
レ磯
。
謂

師

子

錐
ひ

輝
宗
の
立
祀
相
承
に
就
て
(
一
)

一
五

ト



輝
宗

の
立
狙
相
承
に
就

て
(
一
)

一
六

響

命
難
一。
非
y無

一弟

子
一可
・一以
傳

法
一。
特
不
レ荏

金

ロ
預

記

之
数
茸

。
然

則
加

以
昌四
人
一至
・・於
達

磨
一。

而
始

爲
昌東

土

之
蓼

。
謂
轟之
二
十

入
ム

。
斯

亦
何
害
昌灘
人
欲
.實
昌其
畢

。
但
言
昌四
人

相
承
。
傳
・乏

達

磨

肩則
可
尖

。
今

乃

妄

引
昌繹
経
之
謹
一。
適

足
呂以
自
取
昌其
不
實
一也
。
嵩

明
激
作
昌定

租
圖

騨。

謂
灘

経

具
載
昌二
十
八

租
"。
今
槍
〃経
但

列
昌九

人
〔。
而
名
多

不
}同

。
肪
注
師
作

正

説
噛以
斥
レ之
宜
夷
。

(『大
正
藏
纏
』第
四
+
九
巻

一
七
七
丁
)

山
≠、

 

『
付
法
藏
因
縁
傳
」
に
就
て
は
前
述
の
通

り
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
『
達
摩
多
羅
繹
纒
』
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
、
こ
れ
も

最
も
非
難

の
多

い
経
で
あ
る
。
而
か
も
『
佛
租
統
紀
』
に
難
じ
把
る
が
如
く
、
唯
だ
九
人
の
列
租

の
み
で
あ

つ
て
、

二

十
入
祀
を
墨
げ
て
居
る
の
で
は
な

い
。
何
の
間
蓮
ひ
に
や
、
か
、
る
少
出
不
備

の
経
を
以
て
二
十
八
租
の
本
擦

ご
す

る
ご
云
ふ
,幽
ご
は
、
ど
う
し
て
も
不
審

に
思
は
す
に
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

『
達
摩
多
羅
灘
経
」
の
翻
課
に
就
て
は
、
『
開
元
録
」
第
三
『
貞
元
録
』
第
五
等
同
じ
記
事
が
あ
る
。

達
摩
多
羅
繹
纒

二
憲

蝋
名
慶
伽
遮
羅
浮
迷
。
鐸
言
・修

行
道
塑

。
於
昌厘
山
一出
。

一
名
不
浮
観
経
。
亦
名
修
行
方

便
暉
経
Q
紡
云
。
藤
経
修
行
方
便
。
凡
十
七
品
。
見
胤慣
肺
録
一。
(『大
正
藏
輕
』第
五
+
五
巷
五
〇
五
丁
、
入
○
二
丁
)

ご
云
ひ
、
更

に
『
開
元
録
』
第
十
三
『
貞
元
録
」
第
二
十
三
に
は
、

達
摩
多
羅
藤
経
二
憲

処
幌
郁
耀
囎
藤



東
晋
天
竺
三
藏
佛
陀
蹟
陀
羅
繹

軍
本

右
達
摩
多
羅
及
佛
大
先
所
造
先
澱
賓
人
也

彼
國
暉
匠
佛
陀
践
陀
羅
尼
師
。
智
臓
往
遊
西
域
。
亦
於
先
所
學
灘
。
(『大
正
藏
輕
』第
五
+
五
巻
六
一三

丁
、
九
五
六
丁
)

こ
れ
に
依
つ
て
見
れ
ば
、
『
達
摩
多
羅
灘
経
」
は
達
摩
多
羅
及
び
佛
大
先
の
爾
人
が
天
竺
に
於
て
述
作
し
杞
も
の
で

あ
る
。
ま
彪
『
達
摩
多
羅
暉
維
』
の
初
め
の
恵
遠
の
序

に
も
、

「
今
之
所
シ課
。
出
ツ自
墨達
摩
多
羅
與
昌佛
大
孝

。
其
人
西

域
之
俊
。
麗
訓
之
宗
。
」
ご
云
は
れ

て
居
る
か
む
、

こ
の
爾
人
の
述
作
な
る
こ
ざ
は
更

に
疑
ふ
こ
ご
は
出
來
な
い
の
で

あ
る
。
而
し
て
其
の
述
作
者

の

一
人
泥
る
達
摩
多
羅
を
以
て
、
藤
宗

の
初
租
達
磨
大
師

に
當

る
ご
見
る
の
が
、
藤
家

一
般
の
説
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
即
ち
明
激
大
師
の
如
き
も
『
傳
法
正
宗
記
」
第
五
に
於
て
、
達
磨
大
師

二
十
七
歳
巳

前
に
『
職
経
』
を
説
く
ご
云
ひ
、
『
傳
法
正
宗
論
』
第

二
篇
に
は
可
成
り
委
し
く
論
じ
て
居
る
や
う
で
あ
る
が
、
果
し
て

初
祀
達
磨
大
師
の
述
作
で
あ
る
か
は
大

に
疑
問
ご
さ
れ

て
居
る
。
(註
一
三
)
ま
π
同
じ
述
作
者
の

一
人
π
る
佛
大
先
に

於

て
も
、
常
に
灘
家

一
般

で
は
般
若
多
羅
曾
者
の
弟
子
で
あ
つ
て
、
達
磨
大
師
ご
共
に
二
甘
露
門

ざ
云
は
れ
て
居
π

ε
云

ふ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
亦
大
に
疑
問

ご
さ
れ

て
居
る
が
、
(註
一
四
)
要
す
る
に
印
度
の
歴
史

に
は
同
名
異
人
が
多
い

が
爲
め
、
屡

よ
事
實
の
混
同
が
起
り
易
い
の
で
、
達
磨
多
羅
ご
菩
提
達
磨

ε
を
混
同
し
把
り
、
或
は
達
磨
菩
提
、
達

磨
波
羅
、
乃
至
は
達
磨
暉
師
こ
か
佛
陀
藤
師
ε
か
云

へ
る
名
幕
は
、
良
く
混
同
さ
れ
易

い
名
稻

で
あ
る
か
ら
、
蘇
程

注
意
し
て
見
な

い
ご
、
飛
ん
だ
謬
り
ざ
な
る
こ
ビ
が
あ
る
の
T
あ
る
。

縄
宗
の
立
斑
相
承
に
就
て
(
一
)

一
七



暉
宗
の
立
租
相
承
に
款
て
(
一
)

一
八

『
達
摩
多
羅
灘
維
」
の
内
容
に
就

て
護

ん
で
見
る
ご
、
上
霧
は
初

め
に
序
労
を
示
し
、
績

い
て
正
宗
分
の
本
文
を
説

い
■て
居

る
。
本
文
を
十
七
勢
に
舜
別
し
、
前
八
分
を
上
憲
に
示
し
て
居
る
。
部
ち
修
行
方
便
道
安
郎
般
那
念
退
分
、

修
行
勝
道
退
分
、
修
行
方
便
道
安
般
念
佳
分
、
修
行
勝
道
佳
分
、
修
行
方
便
道
升
進
分
、
修
行
勝
道
升
進
分
、
修
行

方
便
道
安
般
念
決
定
分
、
修
行
方
便
勝
道
決
定
分
ど
云
ふ
や
う
に
分
れ
て
居

る
が
、
こ
れ
は
修
行

の
観
法
を
方
便
道

ご
勝
道
こ
の
二
方
面
に
開

い
把
も
の
で
、
観
念
三
昧
の
方
便
ご
し
て
数
息
観
を
始

め
に
説
き
、
後
に
正
し
く
勝
道

に

入
つ
て
正
法
を
観
す
る
ご
云
ふ
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
此
の
方
便
道
、
勝
道
を
各
主
四
義

を
以
て
説

い
て
居

る
。
帥

ち
退
分
、
佳
分
、
升
進
分
、
決
定
分
ご
云
ふ
順
序
で
、
淺
き
よ
り
深
き
に
進
み
行
く
方
法
で
あ
ら
う
。
下
憲
は
後
の

九
分
を
示
し
て
居

る
。
即
ち
修
行
方
便
道
不
浮
観
退
分
、
修
行
方
便
道
不
浮
観
佳
分
、
修
行
方
便
遣
不
浮
観
升
進
分
、

修
行
方
便
這
不
浮
決
定
分
、
修
行
観
界
、
修
行
四
無
量
三
昧
、
修
行
観
陰
、
修
行
観
入
、
修
行
観
十
二
因
縁
で
あ
つ

て
、

こ
れ
亦
不
浮
観
の
四
義
を
説
き
、
そ
れ
よ
り
観
界
、
四
無
量
三
昧
、
観
陰
、
観
入
、
観
十

二
因
縁
を
述

べ
π
も

の
で
あ
る
。
総
じ
て
此

の
『
達
摩
多
羅
藤
経
』
は
偶
文
が
多
く
て
、
前
十
三
分
は
偶
文
、
後
四
分
は
長
行
で
、
最
後
に

少
し
く
掲
文
を
交

へ
て
居

る
が
、
そ
の
所
明
の
義
理
は
「
捜
集
経
要
渤
登
大
乗
」
ざ
悪
遠

の
序

に
は
出

て
居

る
け
れ
ど

も
、
そ
の
實
は
小
乗
的
の
観
法
の
み
で
あ
つ
て
、
全
く
大
乗
的
嗜
味

に
は
乏
し

い
の
で
あ
る
。
故

に
明
敷
大
師

の
如

き
も
、
達
磨
大
師
が
未
だ
大
乗

に
入
ら
ざ
る
已
前
の
述
作
で
、
二
十
七
歳
巳
前

の
も
の
で
あ
る
ご
云
ふ
て
居

る
が
、

こ
れ
は
達
磨
多
羅
ご
達
磨
大
師
ざ
を
結
び
付
け
や
う
こ
す
る
苦
し
い
解
繹

に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。



前

に
も
云
ふ
だ
如
く
、

こ
の
『
達
摩
多
羅
藤
纒
』
は
小
乗
的
観
法
を
明
し
π
纒
で
あ
る
。
こ
の
経
を
以
て
達
磨
大
師

に
結
び
付
け
や
う
ざ
す

る
の
は
、
非
常
に
間
違

つ
た
考

へ
こ
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
陀

い
軍

に
達
摩
多
羅

ご
云
ふ
名
を

冠
し
て
居
る
暉
維
で
あ
る
か
ら
、
『
達
摩
多
羅
繹
経
」
は
達
磨
大
師

の
述
作
ご
す

る
こ
ご
は
、
實
に
滑
稽
な
話
ε
云
は

な
け
れ
ば
な
ら
函
。
陀

い
其
れ
の
み

に
あ
ら
す
し
て
、
こ
の
『
達
摩
多
羅
灘
経
」
を
文
献

ε
な
し
、
二
十
入
租
説
を
立

セ

や
う
こ
す
る
の
は
、
ど
う
も
不
審
に
思
は
れ
て
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
明
敷
大
師
は

『
傳
法
正
宗
論
』
第
三
篇

に
於

て
、吾

取
麗

経
一。
以
其
所
レ出
租
師
名
藪
備
。

有
・微
旨
一合
童
ロ
正
宗
一。
歴
山
大
師
祀
述
正
宗
尤
詳
。
而
慧

観

之

序

亦

然
。
吾
書
レ之
推
以
爲
'謹
耳
。
(『大
正
藏
輕
』第
五
+
一
雀
七
七
七
丁
)

ご
云
ふ
て
、
「
達
摩
多
羅
暉
維
」
に
は
二
十
入
祀
の
祀
師

の
名
敷
が
備
は
る
ε
云
ふ
け
れ
ど
も
、
實
際

に
経
を
槍

べ
て

見
る
ご
、
た
や
僅
か
に
九
名
の
み
を
列
記
し
て
居

る
こ
ご
は
、
前
既
に
本
文
を
引
謹
し
泥
通
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

に
就
て
天
台

一
家

よ
り
非
常

に
難
破
を
加

へ
る
の
も
無
理
か
ら
漁
こ
ε
で
あ
る
。

七

先
づ
天
台

ご
藤
家

こ
の
間
に
於
け
る
論
孚
は
四
明
の
趙
宋
時
代
よ
り
起

つ
π
こ
ε
で
、
初

め
四
明
大
師
が

『
十
不

二
門
指
要
鋤
』
(註
一
五
)
に
於

て
、
達
磨
大
師
門
下
の
三
人
に
就
て
得
法
の
淺
深
を
論
じ
陀
の
に
封
し
て
、
天
童
の
子

輝
宗
の
立
訓爬
相
承
に
就
て
(
一
)

,

一
九



藤
宗
の
立
組
相
承
に
就
て
(
一
)

二
〇

凝

が
書

を
寄

せ
て
(註
一
六
)
四
明

の
説

を
難

じ
だ

の
が
抑

も
の
始

ま
り

で
、

そ
れ

か
ら
明

敏
大

師

が

二
十
入
租
説
を
畢

げ

て
、

天
台

の
金

ロ
相
承
説

を
非
議

し
、

そ
れ

に
就

て
浮
畳

の
門

人

花
る
子

肪

を
始

め
、
紳

智

從

義
の
如
き
が
大

に

辮
難

し
π

の
で
あ

る
。

そ

の
中
、
特

に
子
肪

の
辮
難

は
有
名

な
も

の
で
、
『
佛

頑
統
紀
」
第

二
十

一
に
は
左

の
如

く
云

ふ

て
居

る
。

嵩

明
教
擦
・麗

経
一作
昌定
租
圖
一。

以
昌付
法
藏
一斥
爲
・可
・焚
。

師
作

・租
説

眉以
救
・之
。
叉

三
年
。
嵩

知
昌職
維

有
7不
'遽

。

転
云
轟傳
爲
有
サ誤
。
師
復

作

正

誼

一以
折
p之
Q
其
略

有
日
。
契
嵩
立
昌
二
十
八
塑

。
妄

擦
一灘

経

一。
焚
昌惑

天
下
一。
斥
昌

付

注
藏

一爲
・一謬
書
層。
此
由
轟唐
智
炬
作
昌寳
林
傳
u。
因
下藤

経
有
亀九
人
。
其
第

入
名
昌達
摩

多
羅
一。

第

九
名
"般
若
密
多

羅
山。
故
智
炬

見
・蓮

摩

爾
字
語
音
相
逓
一。
途

改
翁

一達
磨
一。
而
増
・一菩
提

二
字
一。
移
居

於

般
若

多

羅
之
後
一。
又
取
昌他

庭

二
名

。
婆
含
斯
多
。

不
如
密
多

。
以
繊
轟二
十

四
人
一。

絡

之
爲
畠二
十

八
一。

炬
妄
陳
昌於
前

u。

嵩

謬
附

於

後
一。

漬
飢

正
敷

一。
環

鈷

・暉
宗
一。
余
嘗

面
折
y之

。
而
嵩
莫

レ知
ツ魂
。

又
撮
・櫓

紡
三
藏
記
一傳
律
祀

承

五
十

三

人
。

最

後

名
逢

摩

多
羅

。
而
智

炬
取
爲
・簗

朝
達
磨

一。
殊
不
.知
・櫓

茄

所
レ記
。
乃

小
乗
弘

律
之
人
一。
炬

嵩
既
奪
シ暉
爲
昌大
乗
一、

何
得
7反
用
昌小
乗
律

人
一爲
串之
祀
占耶
。
況
輝

経
且
無
三

十
八

祀
之
名

一。
與
昌三
藏

記
一並
明

豊

聞

小
乗
藤

茸

。

炬
嵩

既
無

巌

眼
一。
縫

見
・麗

字

一認
爲
昌己
宗
一.
是

則
反
瞬

簗

朝
達
磨

。

但
傳

嗣小
乗
藤

法

。
厚

誕
二先

聖
一其

過

非
レ小
。

(『大
正
藏
輕
』第
四
十
九
巻
二
四
二
丁
)

こ
の
子
肪

の
辮
難

は
實

に
よ
く
云
ふ

て
居

る
。
實
際

に
明
敷

大
師

が

二
十
入
祀
説
を
立

て
ら
れ

る
の

に
、
そ

の
本
慷



を
明
か
に
し
て
居
ら
な

い
。
だ

や
『
達
摩
多
羅
藤
経
』
に
依
つ
て
居

る
ご
云

ふ
け
れ
ど
も
、
そ
れ

に

は

大

迦

葉
、
阿

難
、
末
田
地
、
含
那
婆
斯
、
優
婆
蠣
、
婆
須
蜜
、
僑
伽
羅
叉
、
達
摩
多
羅
、
乃
至
不
如
蜜
多
羅

の
九
人
の
列
名

の
み

で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
二
十
八
租
説
に
ど
れ
だ
け
有
力
な
謹
撮

に
な

る
の
で
あ
ら
う
か
。
明
敏
太
師
が

「
吾
謂
其
謬
書

可
焚
也
」

ご
ま
で
排
斥
し
π
『
付
法
藏
傳
」
に
は
、
明
か
に
二
十
四
租
の
付
法
相
承
を
記
し
て
居

る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
依
つ
て
天
台
が
二
十
四
祀
説
を
立
て
る
の
は
明
か
な
る
本
撮
あ
つ
て
の
話
で
あ
る
が
、
明
敷
大
師
に
至
つ
て
は
更

に
本
撮
を
明
か
に
し

て
居
ら
な
い
。

た
ビ

へ
其

の
本
擦
を
少
し
づ
、
は
畢
げ
て
居

る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
極
め
て
暖

昧
花
る
も
の
で
あ
つ
て
、
本
撮

ご
云
ふ
て
取
り
立

て
て
論
す
る
こ
ざ
が
出
來
な

い
の
で
あ
る
。
故

に
明
敷
大
師
の
二

十
入
組
を
悪
く
批
評
を
加

へ
陀
な
ら
ば
、
『
付
法
藏
傳
」
の
二
十
四
祀
説
の
上
に
更

に
四
師
を
加

へ
て
、

二
十
八
租
説

を
立
て
π
ご
見
ら
れ

て
も
致
方
が
な

い
。
末
田
地
は
傍
出
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
略
し
、
そ
の
代
り
に
『
緯
経
』
に
出

て
居
る
婆
須
蜜
奪
者
を
加

へ
π
ε
云
ふ
だ
け
の
相
違
で
、
殆
ん
ど
其
の
他
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
矢
張
り
第

二
十
四

租
師
子
奪
者
ま
で
の
法
系
は
『
付
法
藏
傳
」
に
依
つ
陀
も
の
ご
見
ら
れ
て
も
致
方
が
な

い
で
は
な

い
か
。

殊

に

こ

の

『
付
法
藏
傳
」
は
各
宗

の
人
々
が
鯨
程
信
用
し
て
諸
書
に
引
用
さ
れ

て
居
る
の
で
、
(註
;

)
内
容

の
事
實
は
兎
も
角

も
、

こ
の
種
の
好
史
料
が
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
『
付
法
藏
傳
」
は
存
外
に
知
ら
れ
て
居
る
も
の
こ
云
は
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
明
敷
大
師
の
二
十
八
租
説
を
悪
く
批
評
し
セ
ε
云
ふ
の
み
で
、
決

し
て
當
を
得
π
説
で
は
な

い
。

脚
出ホ
の
立
胆
相
承
に
就
て
(
一
)

二
一



輝
宗
の
立
阻
相
承
に
就
て
(
一
)

.二
二

こ
れ
に
就
て
は
後
に
委
し
く
二
十
八
祀
説

の
本
擦

に
就
て
論
究
し
て
見
泥

い
ご
思

つ
て
居
る
。
殊
に
明

敷

大

師

が

『
付
法
藏
傳
」
を
極
端
に
嫌

つ
て

「其
謬
書
者
可
焚
也
」
ご
ま
で
痛
罵

せ
ら
れ
陀
の
は
、
照
宗

の
立
場
に
立

つ
て
、
忠

實
に
立
租
相
承
を
論
せ
ら
れ
た
結
果
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
實
際
に
・師
子
奪
者
付
法
断
絶

の
記
事
の
み
は
、
大
に
後
學

の
も
の
を
誤

る
こ
ざ
が
多

い
の
で
あ
る
。
π
ご

へ
天
台

に
は
如
何
な
る
會
通
説
が
あ
る
に
し
て
も
、
藤
宗

こ
し
て
は

断
じ
て
許
す
こ
ざ
が
出
來
な
い
記
事
で
あ
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

天
台
の
立
場
か
ら
云
は
し
む
る
な
ら
ば
、
前
述
の
如
く
蝕
り
重
要
覗
し
て
居
ら
な

い
問
題
で
あ
る
。
天
台
荊
漢
等

の
疏
繹
を
見
て
も
、
噺
絶
説

に
就
て
は
更

に
論
じ
て
居
ら
な

い
の
で
、
唯
だ
く

付
法
藏
二
十
三
租
を
列
す

る
所
以

の
も
の
は
、
實

に
第
十
三
租
龍
樹
菩
薩
を
的
示
せ
ん
が
爲
め
の
前
提
方
便
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に
逡
ん
で

二
十
三
租
巳
後
の
付
法
に
就
て
研
究
す
る
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
。
若
し
強

い
て
穿
墾
し
て
、
二
十
三
祀
師
子
貧
者

の
付
法
断
絶
説

に
就

て
説
を
下
す
な
ら
ば
、
そ
は
『
佛
租
統
紀
」
第
五
に
顯
は
れ
沈
る
志
盤

の
説
が
最
も
稔
當
な
も
の

で
あ
ら
う
。
即
ち
前

に
示
し
仁
如
く
に
『
付
法
藏
傳
」
の
師
子
奪
者
断
絶
説
は
、

一
は
師
子
曾
者
の
遭
難
を
顯
は
す
の

こ
、

一
は
師
子
奪
者
已
後
の
租
師
は
、
四
依

の
大
聖
の
比
で
は
な
い
ご
云
ふ
こ
ご
を
示
し
だ
も
の
で
、
決
し
て
師
子

鴬
者

の
遭
難

に
依
つ
て
付
法
漸
絶
せ
り
ご
云
ふ
意
昧
で
は
な
い
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。
師
子
茸
者
ま
で
は
正
法
の
世
で

あ
つ
て
、
謹
法
の
傳
持
者
の
み
で
あ
る
。
多
く
は
第
四
依
の
聖
者
の
み
で
あ
る
が
、
師
子
奪
者
已
後
の
頑
師
は
像
末

の
世
で
あ
つ
て
、
激
法
の
傳
持
者
の
み
で
あ
る
。
第

二
依
第
三
依
の
入
の
み

の
租
師
で
あ
る
ご
云
ふ
意

味

か

ら

し



て
、
特

に
繹

尊
金

口
の
相
承
預

記

よ
り
除

か
れ

把
も

の
ε
見

る
の
で
あ

る
。
近
時

に
於

け

る
天
台
學
者

の
代
表

者

ざ

し
て
、

慧

澄

ざ
大
寳

こ

の
二
説
を
文
献

こ
し

て
、

そ
の
意

の
あ

る
こ
こ
ろ
を
示

す

こ
ご
に
し

や
う
。

傳
文

云
。

相
符

塗

人

。
於
レ此
便
絶
。
統
紀
五

肱
+
云
云
、
今

謂
。
難

阿
含

二
十
五
初
傳

持

佛
租
層。
分

敷

謹
之

二
一。

終
昌師
子
一擦
昌正
法
世

謹
法
傳
持
一。
若
言
昌敏
法
傳
持
一。
可
シ通
轟像
末
一。

(慧
澄
『摩
詞
止
槻
講
義
』
一
八
丁
)

傳
文
既
云
能

多
利
釜

。
瞼
知
。
多
是
第
四
依
入

雛

亦
可
麺

於

第
三

瞭
噂

第
二
倍
。
定
非
ふ

乗
四
果
聖
人
・。

記
圭

(章
安
)
斯
剃
。
良
有
所

以
"。
然
傳
交
中
。

二
十
四
租
。
多
云
・謹
果
一者
。
孤
山

(智
圓
)
判
云
。
内
契
矢

乗
一。

外
現
欄小
像
一
鞭
鰍
二
此
説
可
・依
。
(大
寳
『摩
詞
止
親
講
蓮
』
一
、
九
丁
)

八

師
子
緯
者
付
法
断
絶
説
は
、
天
台

こ
し
て
除
り
重
要
な
問
題
で
な
い
の
で
、
陀

"
藤
家

一
般
か
ら
論
難
せ
ら
れ
陀

結
果
、
租
典
の
辮
護
に
カ
む
る
の
鯨
り
、
戚
情
論
が
思
想
化
し
て
、
後
世
兎
角

の
議
論
を
生
じ
把
も
の
で
あ
ら
う
ご

思
は
れ
る
が
、
し
か
し
我

が
輝
宗

こ
し
て
は
師
子
奪
者
を
以
て
付
法
断
絶

せ
り
な
ど
、
は
夢

に
も
云

へ
な

い
。
若
し

か
、
る
説

あ
ら
ば
、
ど

こ
ま
で
毛
追
究
し
て
、

こ
の
説
を
打
ち
破
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
。
'何
こ
な

れ
ば
師
子
尊
者
よ
り
更

に
法
燈
蓮
績
し
て
、
婆
舎
斯
多
奪
者
、
不
如
蜜
多
奪
者
、
般
若
多
羅
奪
者
、
菩
提
達
磨
大
師

ご
相
承
し
て
、
こ
、
に
我
が
藤
宗
は
傳

へ
ら
れ
π
ご
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
途
に
し

て
漸
絶
せ

り

な

ど

、

暉
宗
の
立
租
相
承
に
就
て
(
一)

二
三



暉
宗
の
立
組
相
承
に
就
て
(
一)

二
四

は
、
ど
う
し
て
も
説
く
こ
ご
の
出
來
な
い
立
場
に
置

か
れ
て
居
る
。
故

に
先

づ
藤
宗

の
立
租
相
承

こ
し
て
は
、
師
子

奪
者
付
法
漸
絶
説

に
封
し
て
、
断
絶
せ
ざ
る
理
由
を
説
き
、
そ
の
本
擦
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
の
。
而
し
て
後
に
師

子
奪
者
已
後
の
四
師
の
傳
燈
に
就
て
説
き
、
ま
π
其

の
本
擦
を
明
か
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
兎
も
の
こ
信
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ
よ
り
更
に
こ
れ
等

の
問
題
に
關
聯
し
て
大
要
を
叙
述
し
、
我

が
灘
宗
の
立
頑
相
承
に
封
す
る
卑
見
の

一
端
を
論
究
し
て
見
だ
い
ご
思
ふ
の
で
あ
る
。

(
未
完
)

註 駐
脚 一

 

註
富

註
四

註
五

駐
六

六
祀
大
師

の
寂
年
は
先
天
二
年
八
月
三
日
に
し
て
、
皇
紀

一
三
七
三
年

に
當

る
。
『
六
祀
壇
輕
』
付
囑
第
十
に
、

二
十
八
祀

の
列
名
出
づ
。

『
景
徳
傳
燈
録
』
は
明
藏

巳
外

の
大
藏
輕

に
は
著
者

の
名
が
な

い
け
れ
ど
も
、

こ
の
書
を
朝
延
に
上

つ
た
時

の
序
丈
に
溢
原
と
あ
る
か
ら
、
古

來
よ
り
道
原

の
作
と
敦
は
れ
て
居
る
。
景
徳

の
年
號
は
宋

の
眞
宗
の
時
代
で
、
皇
紀

一
六
六
四
ー

=
ハ
六
七
に
當

る
。

契
嵩

の
傳

認
は
『
績
傳
燈
録
』
第

五
『
佛
麗
通
載
』
第
十
九
『
羅
氏
稽
古
略
』第

四
に
出
づ
。
雲
門
宗
に
囑
す
る
人
で
、
雲
門
丈
偶
、
縁
密
.圓
明
、

丈
殊
慮
眞
、
洞
山
曉
聰
、
明
教
契
嵩
と
次
第
相
承
す
。

『
傳
法
正
宗
詑
』
等
を
朝
延
に
上

つ
た
時
は
宋

の
仁
宗

の
時
代
で
、
嘉
酪
六
年
十
二
月
で
あ
る
か
ら
、
皇
紀

一
七
二

一
年

に
當

り
、
『
景
徳
傳

燈
鍮
』
よ
り
五
十
除
年
後
に
出
で
、
前
者

の
誤
り
を
正
し
、
暉
史
の
訣
を
補

ふ
〇

五
種
相
承
と
は
金

口
相
承
、
今
師
相
承
、
直
授
相
承
、
課
主
相
承
、
允
師
相
承

の
五
種
で
あ

つ
て
、
第

一
は
二
十
三
祖
相
承

の
系
統

に
し
て

末
田
地
を
加
ふ
れ
ば
二
十
四
祀
と
な
る
。
第

二
は
龍
樹
、
憲
文
、
恵
思
、
智
顎
…の
四
組
相
承
の
系
統

に
し
て
、
前
者
は
鐸
尊
金

ロ
を
起
鮎
と

し
て
其

の
傳

法
次
第
を
順
親
し
た
も
の
、
後
者

は
今
師
天
台
大
師
を
中
心
と
し
て
其

の
所
承
を
蓮
襯
し
た
も
の
で
、
今

の
所
要
な
れ
ば
特

に

解
繹
を
加
ふ
、
飴

の
三
相
承
は
解
輝
を
略
す
。

『籍

止
轟

行
菜

』
三

喚

よ
り
二
+
三
馨

列
記
し
、
そ
の
豫

に
至
り
て
「付
・叢

λ

。
始
・迦
葉
整

華

三

+
三
入
。

末

田
地

與
二
商

那

蝉同
時

。

取
γ
入

則

二
十

四
入
。
」
と
結

び
、

二
十

四

祀
設

を
立

て

、
居

る
。



華

『摩
翌

観
碧

會
奎

・
豊

ハ
に
荊
漢
大
藝

「
會

具
在
・付
法
葎

、
過
・
七
+
紙
・、
具
存
煩
廣
]芸

ふ
て
居
る
。

註
八

島
地
大
等
氏
著
『
天
台
敏
學
史
』
九
丁
参
照

せ
よ
。

註
九

『
出
三
藏
詑
集
』
第

九
、
盧
山
出
修
行
方
便
灘
輕
統
序
第

十
四
を
参
照
せ
よ
。

註

一
〇

『
出
三
藏
記
集
』
第
九
、
修
行
地
不
浮
観
経
序
第
+
六
を
参
照
せ
よ
。

註

顧
一

『
出
三
藏
詑
集
』
第
二
に
吉
迦
夜

の
三
諜
を
墨
・げ
て
後
、
「
此
三
経
並
未
ゾ
至
二京
都

一」
と
諸
ふ
、

三
輕

の
中

の
『
付
法
藏
傳
』
も
未
だ
京
都

に

至
ら
ず
と
云
ふ
意
な
り
。

註

一
二

『
付
法
藏
因
縁
傳
』
第

二
云
、
「
阿
難
念
日
、
佛
記
厨
蜜
國
嘗
ゾ
有
二
比
丘
一、
名
二
摩
田
提

一、
於
二
彼
國
土
一、
流
二
布
法
眼

一、
即
便
以
ソ
法
付
二

摩

田
提
こ

註

圏
三

松
本
博
士
著
『
達
磨
』
第
六
節
、
『
綾
高
信
傅
』
の
蓮
磨

と
『
繹
経
』
の
蓮
磨
を
参
照
せ
よ
。

註

一
四

同
上
第

五
節
、
蓮
磨
と
佛
大
先
を
参

照
せ
よ
。

彗

五

『
+
不
二
門
指
轟

』
上
+
丁
を
参
照
せ
よ
。

註

一
六

『
四
明
敏
行
鎌
』
第
四
、
天
童
凝
輝
師
上
四
明
法
師
第

一
書
、
第
二
書
.
第

三
書
、
四
明
法
師
復
天
童
凝
輝
師
第
∴

書
、
第

二
書
等
を
参
照

せ
よ
。

註

一
七

慧
影

の
『
大
論
疏
≒

曇
鷺

の
『
往
生
論
註
』
、
嘉
鮮

の
『
法
華
玄
論
』
『
中
論

玄
』
『
百
論
疏
』
『
擾
論
疏
』
、
、日
本
護
命

の
『
法
相
研
紳
章
』
、
安
然

の
『
敏
時
識
論
』
等
枚
暴
す
る
こ
と
能
は
ず
o

輝
宗

の
立
組
相
承
に
就

て
(
一
)

二
五


